
下
水
道
　
き
れ
い
な
水
を
　
み
ら
い
ま
で

９
月
10
日
は「
下
水
道
の
日
」

　
公
共
下
水
道
や
農
業
・
漁
業
集
落
排
水

施
設
な
ど
が
整
備
さ
れ
、
利
用
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
区
域
の
人
の
う
ち
、
お
お
む
ね

９
割
が
接
続
を
終
え
て
い
ま
す
（
グ
ラ
フ
）。

一
方
で
、
ま
だ
約
５
，
４
０
０
世
帯
が
下

水
道
へ
接
続
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　
家
庭
か
ら
出
る
生
活
排
水
を
そ
の
ま
ま

流
す
こ
と
は
、
河
川
や
湖
、
海
の
水
質
汚

染
の
原
因
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
近
所
の

排
水
路
の
悪
臭
の
原
因
に
な
り
、
生
活
環

境
を
悪
化
さ
せ
ま
す
。

　
下
水
道
が
整
備
さ
れ
た
ら
、
１
日
も
早

く
下
水
道
へ
の
接
続
工
事
を
行
っ
て
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

◆
下
水
道
へ
の
接
続
工
事
は
、
市
が
指
定

し
て
い
る
工
事
店
へ
依
頼
し
て
く
だ
さ

い
。

　
下
水
道
へ
の
異
物
の
流
入
に
よ
る
マ
ン

ホ
ー
ル
ポ
ン
プ
の
故
障
や
、
油
に
よ
る
下

水
道
管
の
詰
ま
り
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

故
障
や
詰
ま
り
が
発
生
す
る
と
、
汚
水
が

流
れ
な
く
な
り
ま
す
。

◆
台
所
で
は
・
・
・

　
油
や
野
菜
く
ず
、残
飯

を
流
さ
な
い
で
く
だ
さ

い
。

　
ま
た
、残
っ
た
油
は
、

キ
ッ
チ
ン
ペ
ー
パ
ー
な
ど

で
ふ
き
取
り
、燃
え
る
ご

み
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
ト
イ
レ
で
は
・
・
・

　
流
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
ト
イ
レ
ッ

ト
ペ
ー
パ
ー
だ
け
で
す
。
テ
ィ
ッ
シ
ュ

ペ
ー
パ
ー
、
紙
お
む
つ
、
生
理
用
品
、

ウ
ェ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ
、ペ
ッ
ト
用
ト
イ
レ

下
水
道
は
正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う

　
合
併
処
理
浄
化
槽
を
適
正
に
維
持
管
理
さ

れ
た
場
合
に
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

◆
交
付
す
る
期
間

　
　
浄
化
槽
を
設
置
さ
れ
た
翌
年
度
か
ら
、

下
水
道
が
供
用
開
始
さ
れ
る
ま
で
の
間

◆
補
助
金
の
交
付
要
件

　
　
前
年
度
に
法
定
検
査
を
受
検
し
、
当

年
度
に
保
守
点
検
と
清
掃
を
行
う
こ
と

◆
補
助
金
額

　
　
１
基
あ
た
り
年
間

　
　
１
万
５
千
円
を
限
度

下水道についてのおたずね
●下水道管理課
●下水道建設課

●東部上下水道事務所
●西部上下水道事務所

☎２１-２２２５※
☎２１-２２２７※

 　

☎６３-５５５４ 　
☎４３-１２１１ 　

※夜間・休日の緊急時は、
　上下水道局当直（☎２１-３５１１）に
　連絡してください。

「
第
31
回 

下
水
道
推
進
標
語 

大
臣
賞
」

出雲市の下水道の
処理人口と接続率
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浄
化
槽
の
適
正
な

　維
持
管
理
を
お
願
い
し
ま
す

個
人
で
設
置
さ
れ
た
合
併
処
理
浄
化
槽

に
は
補
助
金
制
度
が
あ
り
ま
す

下
水
道
へ
の
接
続
を
お
願
い
し
ま
す

■接続
■未接続

砂
な
ど
は
水
に
溶
け

な
い
た
め
、
絶
対
に

流
さ
な
い
で
く
だ
さ

い
。
「
ト
イ
レ
に
流
せ

る
」
表
示
が
あ
る
製

品
で
も
水
に
溶
け
に
く
い
も
の
が
あ
る
た

め
、
大
量
に
流
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

◆
マ
ン
ホ
ー
ル
や
公
共
ま
す
に
異
常
が

　あ
っ
た
ら
・
・
・

　
市
で
は
、
下
水
道
施
設
の
維
持
管
理

に
努
め
て
い
ま
す
が
、
マ
ン
ホ
ー
ル
や

公
共
ま
す
が
壊
れ
て
い
る
な
ど
異
常
を

発
見
さ
れ
た
場
合
は
、
市
へ
の
連
絡
を

お
願
い
し
ま
す
。

　
浄
化
槽
は
、
維
持
管
理
を
適
切
に
行
わ

な
い
と
、
放
流
水
の
水
質
が
悪
化
し
た

り
、
悪
臭
が
発
生
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な

り
、
生
活
環
境
を
悪
く
す
る
原
因
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

　
浄
化
槽
は
、
浄
化
槽
法
に
基
づ
い
て
、

定
期
的
な
保
守
点
検
と
清
掃
、
そ
し
て
年

１
回
の
定
期
検
査
を
受
検
す
る
こ
と
が
義

務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

 2021.8.20 広報いずも 22



おたずね／市民税課　☎2１－６７０３

小型特殊自動車は
軽自動車税（種別割）が課税されます

　道路を走行しない小型特殊自動車についても軽自動車税(種別割)が課税されます。
　下表に該当する車両をお持ちの方（個人・法人）は道路の走行有無に関わらず、市に
申告をして、標識（ナンバープレート）の交付を受けてください。

区　　分

種　　類

小型特殊自動車（農耕作業用） 小型特殊自動車（その他のもの）

年 税 額

大 き さ
総排気量
最高速度

制限なし
制限なし
35㎞/h未満

・農耕トラクタ
・農業用薬剤散布車
・刈取脱穀作業車（コンバイン）
・乗用田植機　

長さ4.7m以下・幅1.7m以下・高さ2.8m以下
制限なし
15㎞/h以下

・ショベルローダ（ミニバックホウ含む）
・ロードローラ
・フォークリフト
・ホイールキャリア　など

※「農耕作業用」は、最高速度が３５㎞/ｈ以上の場合は、大型特殊自動車となります。
※「その他のもの」は、大きさ（長さ・幅・高さ）、最高速度の要件を一つでも超える場合は、大型特殊自動車となります。

２,４００円 ５,９００円

市民税課または各行政センター市民サービス課

・軽自動車税（種別割）申告書（受付窓口にあります）　
・車名（メーカー名）、型式、車台番号（農耕作業用は製造番号）等がわかるもの
・販売証明書または譲渡証明書（申告書に記載欄があります）
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